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諮 問 第 1208号

平 成 20年 4月 22日 
情報通信審議会

会長 庄山 悦彦 殿
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諮 問 書 

基礎的電気通信役務 (ユニバーサルサー ビス)制度の在 り方について､下記のと

お り諮問する｡

記

現行のユニバーサルサービス制度は､ ドライカッ/ヾを利用 した直収電話の提供に
より地域通信市場分野における一層の競争 の進展が見込まれること等を背景 として

平成 17年 10月 25日付け貴審議会答申 ｢ユニバーサルサービス基金制度の在 り

方｣において必要な制度の見直 しの考え方が示 され､平成 18年度から本格的に稼

働 している｡

ユニバーサルサー ビス制度稼働後､同制度を取 り巻 く市場環境は急速かつ大幅に

変化 してお り､ブロー ドバン ド化が進展し IP電話の加入者が大幅に増加する一方

で､加入電話の加入者数が減少する等､回線交換網から IP網-のマイグレーショ

ンの影響が顕在化 してきている｡現行制度は､回線交換網ベースの電話サービス市

場の競争の進展を考慮 しつつ制度設計が行われているが､上述のような市場環境の

変化に適切に対応 していくことが求められている｡また､平成 18年 4月に施行 し

た電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令の附則において､同省令の施行

後 3年を目途 として関係規定の見直 しを行い､その結果に基づき必要な措置を講ず

るものとされている｡

･樟r. 妄言

号-総務大臣 堰田 寡
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これらの現状等にかんがみ､総務省では ｢新競争促進プログラム2010｣ (平

成 18年 9月 19日公表｡平成 19年 10月 23日改定)において､ブロー ドバン

ドサービスの普及など市場実態が大きく変化 していく中､段階的にその見直 しを図

る必要があり､ ｢ユニバーサルサービス制度の将来像に関する研究会｣報告書 (平

成/19年 12月公表)を踏まえ､ IP化に対応 した【ユニバーサルサービス制度の見

直 しについて､平成 20年 4月を目途に貴審議会に諮問し､貴審議会における審議

を経て､同年中に一定の結論を得ることとしているところである｡

以上を受け､また､ユニバーサルサービス制度 と関連する制度 との整合性も踏ま

え､ユニバーサルサー ビスの範囲､ユニバーサルサービスの維持に係る費用の算定

方法及び同費用の負担方法等､ユニバーサルサービス制度の在 り方について貴審議

会に諮問するものである｡



ユニバーサルサービス制度の
在り方について

平成２０年４月２２日
総 合 通 信 基 盤 局
料 金 サ ー ビ ス 課

別添



検討背景

(7) ユニバーサルサービス制度の見直し

国民生活に不可欠な電気通信サービスである固定電話サービスが全国あまねく提供されることを確保するユニバーサルサービ

ス制度について、ブロードバンドサービスの普及など市場実態が大きく変化していく中、段階的にその見直しを図る必要がある。

このため、「ユニバーサルサービス制度の将来像に関する研究会」報告書を０７年中に取りまとめるとともに、これを踏まえ、ＩＰ
化に対応したユニバーサルサービス制度の見直しについて、０８年４月を目途に情報通信審議会に諮問し、同審議会に
おける審議を経て、０８年中に一定の結論を得る。

また、２０１０年度にブロードバンド・ゼロ地域の解消を図るという政府方針の進捗等を踏まえつつ、本格的なＩＰ網への移行を念

頭に置いた制度見直しに係る検討を行い、可能な限り速やかに所要の制度整備を行う。

（検討）

４ 総務大臣は、この省令の施行後三年を目途として、新施行規則及び新算定規則の規定について見直しを行い、その結果に
基づき必要な措置を講ずるものとする。

新競争促進プログラム２０１０ （平成１８年９月公表） （平成１９年１０月改定）

1

エ き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路に係るコストの負担方法の見直し

このように、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路費用は、あくまでも当分の間の措置として、従量制接続料の原価に算入し、ＮＴＴ東西の利用部門を含む接続事

業者が公平に負担するという形にすることもやむを得ない。

しかし、この取扱いは、利用者負担の抑制を図る観点から、ユニバーサルサービス制度の補てん対象額の算定方法を当分の間変更することに起因す

るものである。このため、ＰＳＴＮからＩＰ網にマイグレーションが進行している状況を踏まえ、利用者負担の抑制や接続料の水準等に配意しつつ、

早急な検討を行うことが望ましいことから、平成２０年よりユニバーサルサービス制度の見直しを行い、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路費用の扱

いも含めて結論を得ることが適当である。

平成２０年度以降の接続料算定の在り方について 答申（抜粋） （平成１９年９月２０日）

３ 今後のユニバーサルサービス制度の見直し

(1) 現在のユニバーサルサービス制度を取り巻く市場環境は急速かつ大幅に変化しており、回線交換網からＩＰ網への移行が顕著である。今次補てん対象

額の算定方式の見直しは、こうした市場環境の変化を主因とするものであるが、今後とも市場環境の変化が継続することを勘案すると、ユニバーサル
サービス制度自体についても早急な見直しが必要であり、これを平成２０年より行うことが適当と考えられる

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の一部を改正する省令 答申（抜粋） （平成１９年９月２０日）

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令 （平成１８年総務省令第３３号）附則



ユニバーサルサービス制度の見直しについて（案）

ＮＴＴの在り方見直し

ＮＴＴ東西

光2000万契約

IP網への移行計画公表

2

LRIC  4次モデルの適用

H23年度以降の

接続料の在り方

FRT-GC間伝送路コストの接続料への付替率

４０％ ６０％ ８０％ １００％

２０１０年代初頭以降

加入電話の
契約数が過半

加入電話

IP電話
ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ

加
入
数

ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ
ゼロ地域解消

２０１０年
（Ｈ２２年）

２０１１年
（Ｈ２３年）

２００９年
（Ｈ２１年）

２００８年
（Ｈ２０年）

・光ＩＰ電話
・携帯電話
・ブロードバンド

の普及状況を踏まえた検討等



■ 加入電話の加入者が過半と想定される、2010年代初頭の加入電話の取扱い

■ 屋外における通信手段が多様化する中、第一種公衆電話の必要性等の変化

■ 光ＩＰ電話、携帯電話、ブロードバンドサービスに関する、2010年代初頭以降の普及状況を踏まえた方向性・課題等

■ すべてのユニバーサルサービス（加入電話、公衆電話、緊急通報）の提供が求められる適格電気通信事業者の要件 等

■ 市場環境変化等を踏まえた、加入電話、第一種公衆電話、緊急通報のコストの算定方法の見直し

・加入電話について、都市部の加入電話契約者が減少し、その結果、補てん額が減少することについての考え方

・公衆電話、緊急通報についての補てんの在り方

■ 利用者負担を抑制する観点からのコスト算定方法の考え方

■ 接続料との関係 等

■ コストの負担方法（拠出方法）の見直し

■ 利用者転嫁

■ コスト負担事業者の範囲の見直し 等

■ 基本料の取扱い

■ 消費者保護方策

■ 支援機関 等

ユニバーサルサービスの範囲等

コストの算定方法

コストの負担方法

その他

ユニバーサルサービス制度の見直しの論点（案） 3
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※上記日程は、検討状況等により変動がありうる。
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定
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検討スケジュール （案） 4



■ ５月２７日（火） 午後２時開催の電気通信事業部会終了後～

■ ６月 ９日（月） 午後２時～

第１回目 第２回目 備 考

ＮＴＴ東日本
ＮＴＴ西日本

ＫＤＤＩ
●各社１０分を予定。

ただし、ＮＴＴ東西は２０分を予定。

●対象事業者・団体は、検討中。

ＮＴＴドコモ ソフトバンク

イー・アクセス フュージョン・コミュニケーションズ

ケイ・オプティコム ウィルコム

テレコムサービス協会 日本ケーブルテレビ連盟

全国消費者団体連絡会 全国地域婦人団体連絡協議会

日時等

対象事業者・団体

電気通信事業部会・ユニバーサルサービス委員会 合同ヒアリング （案） 5
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ユニバーサルサービス制度の整備に至る経緯

制度整備 制度施行

平成１２年12月

情報通信審議会答申

「ＩＴ革命を推進するための電気通信事業における競争
政策の在り方についての第一次答申」 平成１８年3月

適格電気通信事業者の指定（NTT東西）

平成１７年12月

基礎的電気通信役務支援機関の指定

平成１７年10月

情報通信審議会答申
「ユニバーサルサービス基金制度の在り方」

・ ベンチマーク方式の採用

・ 電気通信番号数ベースの拠出

平成１８年11月

負担金及び交付金の認可
・ ＮＴＴ東西の補てん対象額約152億円

平成１３年6月

改正電気通信事業法の公布 平成１８年8月

ＮＴＴ東西17年度の基礎的電気通
信役務収支表の公表

・ ＮＴＴ東西合計で▲518億円の赤字

ＮＴＴ東：▲294億円

ＮＴＴ西：▲224億円

平成１９年４月～

負担金の徴収、交付金の交付開始

平成１４年6月

改正電気通信事業法の施行

7



(1) 国民生活に不可欠なサービスであるという特性 （essentiality)

(2) 誰もが利用可能な料金で利用できるという特性 （affordability）

(3) 地域間格差なくどこでも利用可能であるという特性 （availability）

ユニバーサルサービスの概念と範囲

基礎的電気通信役務（国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきもの

として総務省令で定める電気通信役務をいう。以下同じ。）を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ

安定的な提供に努めなければならない。

（１）加入電話 (加入者回線アクセス、特例料金が適用される離島通話サービス)

（２）公衆電話 (戸外における 低限の通信手段を確保する観点から一定の基準で設置される第一種公衆電話) 

（３）緊急通話 (警察１１０番、消防１１９番、海上保安庁１１８番)

ユニバーサルサービスの基本的要件

ユニバーサルサービスの範囲

基礎的電気通信役務の提供（電気通信事業法第７条）

8



ユニバーサルサービス制度の仕組み

■ ベンチマーク方式の採用

■ 補填対象は上位４．９％の高
コスト回線に係る費用

■ 交付金・負担金の額の算定
■ 交付・徴収の実施

適格電気通信事業者
（NTT東・西）

総務大臣

基礎的電気通信役務
支援機関

（（社）電気通信事業者協会）

負担事業者

適格電気通信事業者と接続
等している事業者(※1)

②資料届出

⑦交付金の交付

⑤負担金通知

⑥負担金納付(※2)

④認可

①ユニバーサルサービス
の提供に係る補てん対象

額の基礎データ

③交付金額等
認可申請

携帯電話事業者

ＩＰ電話事業者

固定電話事業者

（※１） 前年度の事業収益が10億円超

平成 20年 3月末時点では５２社

（※２） 電気通信番号数に応じて負担

9

適格電気通信事業者のユニバーサルサービス提供設備と接続等により受益している他の電気通信事業
者も応分のコスト負担を行う仕組み。 ＝ 電気通信事業者同士で負担する制度



○平成１７年度ユニバーサルサービス収支表（単位：百万円）

加入電話

基本料

緊急通報

第一種公衆電話

市内通信

離島特例通信

緊急通報

合計

営業収益

521,510

521,510

1,821

3

1,825

523,335

548,265

547,725

4,483

9

4,495

552,760

営業費用

539

2

営業損益

▲26,754

▲539

▲26,214

▲2,661

▲6

▲2

▲2,670

▲29,424

営業収益

523,460

523,460

970

4

975

524,435

543,931

543,039

2,887

12

2,902

546,834

営業費用

892

2

営業損益

▲20,471

▲892

▲19,579

▲1,916

▲7

▲2

▲1,926

▲22,398

ＮＴＴ 東日本 ＮＴＴ西日本

○平成１８年度ユニバーサルサービス収支表（単位：百万円）

ＮＴＴ 東日本 ＮＴＴ西日本

基礎的電気通信役務収支表（Ｈ１７年度～Ｈ１８年度）

加入電話

基本料

緊急通報

第一種公衆電話

市内通信

離島特例通信

緊急通報

合計

営業収益

480,250

480,250

1,537

2

1,540

481,790

524,650

524,206

3,804

7

3,813

528,464

営業費用

444

1

営業損益

▲44,399

▲444

▲43,955

▲2,266

▲4

▲1

▲2,273

▲46,673

営業収益

485,553

485,553

819

3

823

486,376

522,077

521,403

2,525

9

2,537

524,614

営業費用

674

2

営業損益

▲36,524

▲674

▲35,850

▲1,705

▲6

▲2

▲1,713

▲38,238

10



補てん対象額の算定方法

① 【加入電話：加入者回線アクセス】

加入者回線のうち高コスト側上位4.9%に属する回線について、長期増分費用モデルで算

出した回線費用と一定基準費用の差額 （ベンチマーク方式）

② 【加入電話：緊急通報】

加入者回線のうち高コスト側上位4.9%に属する回線に対応した緊急通報繋ぎこみ回線に

係る費用

③ 【第１種公衆電話】

全国の第１種公衆電話に係る費用と収入の差額 （相殺型の収入費用方式）

適格電気通信事業者ごとの補てん対象額 （①＋②＋③）

11

（算定規則第５条第１項）



(単位：百万円)

H18年度認可分 H19年度認可分

ＮＴＴ
東日本

ＮＴＴ
西日本

合計 番号単価
（H19.4から適用）

ＮＴＴ
東日本

ＮＴＴ
西日本

合計 番号単価
（H20.4から適用）

加入電話 6,058  5,954  12,012 

7円

 

 

 

5,770  3,473  9,243 

6円

 

 

 

第一種
公衆電話

1,472  1,609  3,081 2,149  2,093  4,242

緊急通報 49  35  84 47  29  76

合計 7,579  7,598  15,177 7,966  5,595  13,561

※Ｈ19年度認可分より、補てん対象額算定方式を変更

補てん対象額の推移 12

※ NTT東西に対する交付金の額は、補てん対象額の合計から当該適格電気通信事業者の算定自己負担額を控除した額（交付金額）

がユニバーサルサービス収支表（P.10）の営業損益の合計額以上となるときは、これに満たない額とする。 （算定規則第５条第３項）

/番号 /番号



約1億8,3２１万番号

約136.3億円

÷ 12 ヶ月

平成１９年６月末時点の使用電気通信番号の総数

1番号当たり事業者負担額
（合算番号単価）

月額６円

6.1986873536…≒

【留意点】
●各事業者の経営判断により、事業者が吸収又は利用者が負担

番号単価（平成20年4月から適用分） 13

平成１９年度補てん対象額

ＮＴＴ東西合計

約135.6億円

ＮＴＴ東日本：約７９．７億円

ＮＴＴ西日本：約５６．０億円

支
援
業
務
費

約0.7億円



全国平均費用＋

標準偏差の２倍

全国平均費用
全国平均費用

１
回
線
当
た
り
コ
ス
ト

１
回
線
当
た
り
コ
ス
ト

加入者回線数 加入者回線数 4.9％4.9％

○ 当分の間の措置であり、早急な検討を行うこと

が望ましい

➢ 平成２０年よりユニバーサルサービス制度の見
直しを行い、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路費用の扱
いも含めて結論を得ることが適当

ユニバーサルサービス制度の
補てん額算定ルールの見直し

ベンチマークを
「全国平均費用＋標準偏差の２倍」

に変更

従来、ユニバーサルサービス制度
により各事業者で公平に負担して
いた費用をＮＴＴ東西のみが負担

当分の間の措置として
き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路に

係る費用を接続料原価に算入

Ｈ２０年以降の接続料算定の在り方

当分の間ＮＴＳ
コストの一部を
接続料で回収

補てん対象額算定方法の見直し

◆ 情報通信審議会答申（Ｈ１９．３）を踏まえ、利用者負担を抑制する観点から、Ｈ１９年度の補てん額算定より

算定方法を見直し。

14



エ き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路に係るコストの負担方法の見直し

このように、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路費用は、あくまでも当分の間の措置として、従量制接続料

の原価に算入し、ＮＴＴ東西の利用部門を含む接続事業者が公平に負担するという形にすることも

やむを得ない。

しかし、この取扱いは、利用者負担の抑制を図る観点から、ユニバーサルサービス制度の補て

ん対象額の算定方法を当分の間変更することに起因するものである。このため、ＰＳＴＮからＩＰ網

にマイグレーションが進行している状況を踏まえ、利用者負担の抑制や接続料の水準等に配

意しつつ、早急な検討を行うことが望ましいことから、平成２０年よりユニバーサルサービス制

度の見直しを行い、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路費用の扱いも含めて結論を得ることが適

当である。

平成２０年度以降の接続料算定の在り方について答申（抜粋）（平成19年9月20日） 15



ＮＴＳコストの概要 16



ＮＴＳコストの付替えについて

H16 H17 H18 H19 H20 H21

H16 H17 H18 H19 H20 H21

現行のＮＴＳコストの付替えテンポ

100%

0%

き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストを接続料原価に戻す場合の付替えテンポ

① 下記②以外のＮＴＳコスト

これまでＮＴＳコストの控除を

２０％ずつ段階的に行ってき

たことを踏まえ、当該費用を

毎年度２０％ずつ段階的に

接続料原価に戻す。

下記②以外のＮＴ
Ｓコストは、これま
でと同じテンポで
付替え。

【参考】NTSコストの内訳

（注１）入力通信量は平成１７年実績値。
（注２）括弧内は加入者交換機能の全費用に占める割合。

（億円）

（平成１８年度ユニバーサルサービス制度認可ベース）

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

② 現実のＲＴ局に限定した「き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コスト」

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

24%

100%

80%

60%

40% 12% 16%

③ ①と②の合計
加入者交換機能

①

き線点RT

②

中継伝送路

（き線点RT
－GC間）

③

SLIC その他

年間
費用

3,304 651
（19.7％）

934
（28.3％）

1,546
（46.8％）

173
（5.2％）

17



接続料水準の試算

ＬＲＩＣモデルによる試算の前提条件 【上限値】 回線数：年▲12%減少、トラヒック：年▲15%減少
【下限値】 回線数：年▲7%減少、トラヒック：年▲10%減少
その他の入力値は、過去のトレンドより推計

H17 H18 H19 H20 H22

5.32 5.05 4.69

H21

実績値 推計値

GC接続における接続料水準

4.53 4.7～5.34.2～4.5

H17 H22H18 H19 H20 H21

接続料原価に含まれるＮＴＳコスト

18

（※ 平成18年度における推計値）



ユニバーサルサービス料の利用者への転嫁状況
（平成20年3月現在）

注1 実施月の欄中「－」は、現時点で利用者に負担を求めないこととしている電気通信事業者です。
注2 プリペイド携帯電話については、異なる課金方法等となっています。詳しくは各電気通信事業者のホームぺージを参照のこと。
注3 一部のサービスのみが対象となっています。詳しくは各電気通信事業者のホームページを参照のこと。

なお、当該負担対象事業者のうち注２・注３以外にも一部のサービスにおいて課金方法等が異なる場合がある。

電気通信事業者名 実施月注1 ユニバーサルサー
ビス料（税込み）

備考 電気通信事業者名 実施月注1 ユニバーサルサービ
ス料（税込み）

備考

1 アイテック阪急阪神株式会社 Ｈ20.1 月額6.3円 27 ＫＤＤＩ株式会社 Ｈ20.1 月額6.3円 注2

2 アットネットホーム株式会社 － － 28 ＫＭＮ株式会社 Ｈ20.1 月額6.3円

3 イッツ・コミュニケーションズ株式会社 Ｈ20.1 月額6.3円 注3 29 ＫＶＨ株式会社 Ｈ20.1 月額6.3円

4 株式会社ウィルコム Ｈ20.1 月額6.3円 30 株式会社ケイ・オプティコム Ｈ20.1 月額6.3円

5 株式会社ＳＴＮet Ｈ20.1 月額6.3円 31 株式会社シーテック － －

6 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー Ｈ20.1 月額6.3円 32 株式会社ジェイコムウエスト Ｈ20.1 月額6.3円

7 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 Ｈ20.1 月額6.3円 33 株式会社ジェイコム関東 Ｈ20.1 月額6.3円

8 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ Ｈ20.1 月額6.3円 注2 34 株式会社ジェイコム北九州 Ｈ20.1 月額6.3円

9 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西 Ｈ20.1 月額6.3円 注2 35 株式会社ジェイコムさいたま Ｈ20.1 月額6.3円

10 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州 Ｈ20.1 月額6.3円 注2 36 株式会社ジェイコム湘南 Ｈ20.1 月額6.3円

11 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国 Ｈ20.1 月額6.3円 注2 37 株式会社ジェイコム千葉 Ｈ20.1 月額6.3円

12 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国 Ｈ20.1 月額6.3円 注2 38 株式会社ジェイコム東京 Ｈ20.1 月額6.3円

13 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 Ｈ20.1 月額6.3円 注2 39 ジャパンケーブルネット株式会社 － －

14 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北 Ｈ20.1 月額6.3円 注2 40 株式会社ＺＴＶ － －

15 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸 Ｈ20.1 月額6.3円 注2 41 ソフトバンクテレコム株式会社 Ｈ20.1 月額6.3円

16 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道 Ｈ20.1 月額6.3円 注2 42 ソフトバンクBB株式会社 Ｈ20.1 月額6.3円

17 株式会社エヌ・ティ・ティ ネオメイト Ｈ20.1 月額6.3円 43 ソフトバンクモバイル株式会社 Ｈ20.1 月額6.3円 注2

18 株式会社ｴﾇ・ﾃｨ・ﾃｨﾋﾟｰ･ｼｰｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ Ｈ20.1 月額6.3円 44 中部テレコミュニケーション株式会社 Ｈ20.1 月額6.3円

19 株式会社NTTぷらら Ｈ20.1 月額6.3円 45 土浦ケーブルテレビ株式会社 Ｈ20.1 月額6.3円

20 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ Ｈ20.1 月額6.3円 注3 46 東北インテリジェント通信株式会社 Ｈ20.1 月額6.3円

21 沖縄セルラー電話株式会社 Ｈ20.1 月額6.3円 注2 47 株式会社長野県協同電算 Ｈ20.1 月額6.3円

22 関西マルチメディアサービス株式会社 Ｈ20.1 月額6.3円 48 西日本電信電話株式会社 Ｈ20.1 月額6.3円

23 九州通信ネットワーク株式会社 Ｈ20.1 月額6.3円 49 東日本電信電話株式会社 Ｈ20.1 月額6.3円

24 株式会社ケーブルネット神戸芦屋 Ｈ20.1 月額6.3円 50 福岡ケーブルネットワーク株式会社 Ｈ20.1 月額6.3円

25 株式会社ケーブルネット下関 Ｈ20.1 月額6.3円 51 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 Ｈ20.1 月額6.3円

26 株式会社ケーブルビジョン２１ Ｈ20.1 月額6.3円 52 株式会社UCOM Ｈ20.1 月額6.3円

19

＜注：（社）電気通信事業社協会調べ＞



実施の流れ

接続電気

通信事業

者等

支援機関

19年1月 2月 3月

適格電気

通信事業者

(NTT東西)

毎月の負担金納付・交付金交付の流れ

4月 5月 ･ ･ ･ 12月 20年1月 2月 3月

・ 接続電気通信事業者等は、各月末の電話番号利用数に基づき通知された負担金を、３箇月後の２５日までに納付する。

・ 支援機関は、納付された負担金に基づき、納付があった月の末日までに適格電気通信事業者（ＮＴＴ東西）に交付金額を通

知し、その翌月までに交付金を交付する。

毎月末の電話

番号の利用

番号利用数の報告
(2箇月後の月末まで)

負担金額の通知
（3箇月後の初旬）

負担金の納付
(3箇月後の25日まで)

交付金額の通知
(3箇月後の末日まで)

交付金の交付
（4箇月後まで）

4月

（略）

（最終算定月）

（番号単価の適用期間）

（負担金の納付期間）

（交付金の交付期間）

（注）税金計算上、負担金の損金計上・交付金の益金計上はそれぞれ通知のある平成19年4月～平成20年3月とされている。

最終算定月
は、年間の
負担金等の
額を満たす
ために必要
な額とする

（総務大臣）
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ブロードバンドゼロ地域の解消
（次世代ブロードバンド戦略２０１０）

2010年代初頭まで 2010年代初頭以降現 在

ＰＳＴＮ ＩＰ網

サービス

ユニバーサルアクセス
・加入者回線アクセス

・公衆電話

・緊急通報

複数の適格電気通信事業者

維持のため
の仕組み

コスト算定方法・負担方法
・ PSTNを前提とした

コスト算定（ベンチマー
ク方式）

・ 電気通信番号数に応
じたコスト負担制度

・ 複数の伝送形態（有線・無線 等）を対象と
した場合のコスト算定方法を検討

・ ユニバーサルアクセスの概念を導入する場合
の受益者の考え方、コスト負担方法等を検
討

同 左

・ ブロードバンドアクセス網の提供者が該当
（地方公共団体等も対象）

・ 終的なサービス提供者の確保策の検討
（ＮＴＴの在り方の議論も踏まえ検討）

・ サービスの種類にかかわりなく、ブロードバンド
アクセス網を経由し、一定の要件を満たす
サービスが利用可能な状況を確保

同 左

供給事業者

（適格事業者）
同 左

・ あまねく電話責務のため、加入電話契約数が減少
しても、ユニバーサルサービスコストは容易に減少しな
い。（→光ＩＰ電話等に移行した回線をメタル加入者
回線として補てん額の算定上考慮 等）

・ NTT東西による
提供を前提

現行制度の枠組みの維持が基本

同 左

同 左

同 左

・0ABJ-IP電話の
追加を検討
(ユニバ制度がIP化の障
害とならないよう措置)

過渡期
（フェーズ１）

IP化 → フルＩＰ化
（フェーズ２）

（PSTNが主流） （PSTNとIP網が並存） （IP網への完全移行）

・フェーズ１では、ユニバーサルサービスの範囲に含めない
① 0ABJ-IP電話→ 信頼性、料金水準等
② 050-IP電話→ ①に加え、通話品質
③ 携帯電話→ 料金水準、利用実態

☞ モビリティのあるサービスとして継続検討

「ユニバーサルサービス制度の将来像に関する研究会」報告書概要

PSTN ＩＰ網
・ ＦＴＴＨユーザ 2,000万加入 （NTT中期経営戦略）（昨年11月修正）

・ ブロードバンド化・IP化による市場統合の進展 （ＦＭＣサービスの登場等）
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○ 採算地域（都市部）の加入電話契約者
の減少

○ 基礎的電気通信役務収支の赤字傾向
の継続

○補てん額の算定に与える影響

・加入電話の加入者数の減少、高コスト地域４．９％の回線数も減少
・ベンチマーク水準が上昇し、補填額が減少

○高コスト地域における加入者回線コストの上昇
・メタル加入者回線コストを負担しなくなる事業者（回線）が増加
・メタル加入者回線コストの上昇圧力

ＩＰ化補正の考え方（研究会報告書より）

■ 加入電話と光ＩＰ電話が併存する過渡的状況下においては、光ＩＰ電話等へ移行した加入電話の回線数を
補てん対象額の算定上元に戻すことが適当。

➢具体的な対象回線については、光ＩＰ電話等への移行の考え方、回線の把握可能性等を考慮

➢補正の実施時期及び実施期間等については慎重に検討。ＮＴＴ東西によるＰＳＴＮからＩＰ網への移行計画が示されないまま当該補正の実施期
間が長期にわたることは避けるべき。

■高コスト地域のメタル加入者回線コストの一部負担を行う仕組みの必要性についても、今後検討。

ＩＰ化の影響

■ 光ＩＰ電話は、加入電話と一定の同等性を有するサービスであるが、ユニバーサルサービスと位置づけるには時期尚早。

■ ＮＴＴ東西は、ＮＴＴ法上の「あまねく電話責務」 を負う。このため、光ＩＰ電話に利用者が移行した場合でも、加入電話サービ
スの提供を希望する利用者に対応するためには加入者回線を撤去することができない。
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加入電話回線数の推移

NTT東西加入電話回線数の推移

0

4,000

4,500

5,000

5,500

００年度末０１年度末０２年度末０３年度末０４年度末０５年度末０６年度末

回線数
（万回線）

～～

～～

5,209

5,074 5,071 5,094
5,032

4,691

4,334

加入電話の級局（ＭＡ）別回線数の推移

３級局

２級局

１級局

０４年度末 ０５年度末 ０６年度末

３級局

２級局

１級局

３級局

２級局

１級局

1,932万

2,474万

626万

1,749万

2,326万

616万

1,578万

2,159万

597万

（万回線）

1,000

2,000

3,000

（注）３級局：東京、大阪、横浜、名古屋等、40万回線以上のＭＡ
２級局：福島、新潟、金沢、静岡等、5万回線以上のＭＡ
１級局：稚内、気仙沼、舞鶴、室戸等、5万回線未満のＭＡ

H16末→H17末
増減率

３級局：▲9.5％
２級局：▲6.0％
１級局：▲1.6％
合計：▲6.8％

H17末→H18末
増減率

３級局：▲9.7％
２級局：▲7.2％
１級局：▲3.2％
合計：▲7.6％

23



メタルケーブルの維持に関する状況

加入電話回線数は年々減少しているもの
の、アクセス設備のメタルケーブルは、面的
なカバーエリアの拡大に伴い増加している。

加入電話の需要減少に対し新規投資を抑制
しているが、サービス維持に必要な 低限の投
資を要している状況にある。

0

5

10

15

20

25

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

故障件数
（件／ｋｍ）

調査結果
近似式

架空メタルケーブルの
経過年数別故障件数

00年度末 01年度末 05年度末 06年度末02年度末 03年度末 04年度末

4,500

5,000

5,500110

100

メタルケーブルの総延長

～～

0
00年度末 01年度末 05年度末 06年度末02年度末 03年度末 04年度末

500

1,000

1,500

0

100.6

101
101.4

101.7
102

102.4
102.7

回線数
（万回線）

総延長
（万ｋｍ）

5,209

5,074 5,071 5,094

5,032

4,691

4,334

加入電話回線数

投資額
（億円）

加入系メタルケーブル投資額の推移
加入系メタルケーブル総延長及び加入
電話回線数の推移

1,200

900

700
600 600 600 600

メタルケーブルの老朽化に伴い
維持コストが増大。

98年度末 99年度末

1,700

2,000

2,000

～～ 経過年数

24



PSTNからIP網への移行による加入者回線数への影響を踏まえた補正

IP電話の拡大に伴う変化

１
回

線
当

た
り

コ
ス

ト

加入者回線数
（PSTNのみ） 4.9%

ベンチマーク水準
(全国平均+2σ）

１
回

線
当

た
り

コ
ス

ト

加入者回線数
（PSTNのみ） 4.9%

高コスト地域におけるユニ
バーサルサービス維持に必要
なコストは変わらないものの、
都市部におけるIP電話の普及
により補てん対象額が減少

１
回

線
当

た
り

コ
ス

ト

加入者回線数
（PSTN＋IP電話）

光IP電話
回線数を
加算

加入者回線
コスト

NTSコスト

加入者回線
コスト

NTSコスト

加入者回線
コスト

NTSコスト

全国平均コスト

ベンチマーク
水準が上昇

従来の基金制度における
補てん対象額の仕組み

4.9%

光IP電話
に移行

補てん対象額の算定にIP電
話回線数を加えることにより、
補てん対象額の減少を抑制

補てん対象額
が減少

補正

補てん対象地
域を補正

ベンチマーク水準

ベンチマーク
水準を補正

4.9%高コスト地域
の回線数が減少

（IP電話回線数補正後）

補てん対象額
の減少を抑制
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ＩＰ化の進展に伴う現行算定方法への影響

全国平均
コスト水準

実際のサービス提供に要する
コストの構成

ＮＴＳコスト

メタル加入者回線コスト

全国平均
コスト水準

ＮＴＳコスト

メタル加入者回線コスト（平均コスト水準）

現行制度の補てん額算定上の扱い

全国平均
コスト水準

メタル加入者回線コスト
（平均コスト水準）

都市部における加入電話回線の

光ＩＰ電話等への移行による変化

ＮＴＳコスト

都市部
において
加入電話
から光ＩＰ
電話等に
移行

上位4.9％高コスト地域上位4.9％高コスト地域 上位4.9％高コスト地域

回線
当り
費用

接続料設定に伴う補正方
法としてメタル加入者回

線コストを平均化

回線
当り
費用

回線
当り
費用

（ＰＳＴＮからＩＰ網への移行によるメタル加入者回線コスト負担への影響）
26

ＮＴＴ東西と競争事業者ともにメタル
加入者回線を利用。

→ メタル加入者回線コスト(高コス
ト地域）は、地域間コストを平均
化し接続料で回収

→ 各々が応分に負担することが
可能な構造

IP化の結果、メタル加入者回線コスト
負担（高コスト地域）は、残された加
入電話利用者のみが負担。

→ メタル加入者回線コストが上昇

→ 一方、ユーザー料金値上げは
一定の制限

⇒ 収支悪化のおそれ



電気通信サービスの加入者数の推移

5,245 
5,453 

5,627 5,765 5,883 5,994 6,111 6,153 6,045 
5,856 

5,555 
5,226 

5,100 5,116 5,159 5,163 5,056 
4,817

4,581

49  87  138 171 213 
433 

1 ,171 

2 ,691 

3 ,825 

4 ,731 

5 ,685 

6 ,678 

7 ,482 

8 ,112 

8 ,665 

9 ,147 

9 ,648 

10 ,170

10 ,530

528 
831 

1,146 
1,448

1,677

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

90/3 91/3 92/3 93/3 94/3 95/3 96/3 97/3 98/3 99/3 00/3 01/3 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/03 07/12

加入電話

移動電話（携帯電話＋ＰＨＳ）

ＩＰ電話（利用番号数）

（万加入）

出典：電気通信サービスの加入契約数の状況（総務省資料）

（年度/月）
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公衆電話の設置状況等

・ 第一種公衆電話の設置状況が、市街地においてはおおむね500m四方に1台、それ以外の地域においてはおお

むね1km四方に1台の基準により設置されること。

・ 都道府県ごとに、当該都道府県の市街地に係る2分の1地域メッシュ（500m四方）の数及び当該都道府県の市

街地以外の地域に係る基準地域メッシュ（1ｋｍ四方）の数の合計数に当該都道府県ごとのメッシュカバー率

を乗じて得た数を下回らないこと。

（注）補てん対象とならない公衆電話は第二種公衆電話と呼称される。

80.1 79.9 79.4 77.7
73.6

70.7

50.3
44.2

39.3
36.1

68.1

58.4

75.4

10.910.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9
10.910.910.910.9

5

15
19

12
9 7 6

24

69

33

71

47

60

10,170

433
1,171

2,691

3,825

4,731 5,685
6,678

7,482
8,112

8,665
9,147

9,648

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
公衆電話（第一種及び第二種）設置台数 第一種公衆電話
県内通信回数 携帯電話＋ＰＨＳ（億回）

（万台）

（万加入）

第一種公衆電話
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ＩＰ電話の利用番号数の推移

（単位：万番号）

812

869
926

975 1,003 1,005 1,030 1,040 1,027 1,027 1,020 996

19 32 51 
85 

142 

204 

270 

335 

421 

500 

575 

680 

830

901

977

1,060 1,146

1,210

1,300

1,376

1,448

1,528 

1,595

1,677

0 

200 

400 

600 

800 

1,000 

1,200 

1,400 

1,600 

1,800 

05.3 05.6 05.9 05.12 06.3 06.6 06.9 06.12 07.3 07.6 07.9 07.12

ＩＰ電話合計
○1,677万番号

050番号
○996万番号

0AB~J番号
○680万番号
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（出典）平成１７年通信利用動向調査報告書世帯編

携帯電話とＰＨＳの人口普及率・世帯普及率の推移

79.6

75.5

71.6

67.9

63.7

58.8

0 20 40 60 80 100

平成１８年度末

平成１７年度末

平成１６年度末

平成１５年度末

平成１４年度末

平成１３年度末

（単位：％）

人口普及率 （※） 世帯普及率

（総務省作成資料）（※）契約者数／人口 により算出
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携帯電話サービスの人口カバー率

地 域 割 合 エリア外人口

全 国 ９９．７％ 約４１万人

うち過疎地域（注１） ９７．４％ 約２６万人

（０６年度末現在）
全居住人口に占めるエリア内居住人口の割合

（日本の国土面積は３８万平方キロメートルであり、３８万の１キロメッシュについて内外を判断したもの）

なお、０６度末現在における条件不利地域（注２）の人口カバー率（エリア外人口）について試算すると、９８．８％（約４０万人）。

注１：過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）第２条第１項に規定する過疎地域をいう。

注２：過疎地、辺地、離島、半島、山村、特定農山村、豪雪地帯（それぞれ、これらの地域を定義する法律に基づく地域をいう。）

※人口カバー率：

１平方キロメートルのメッシュごとにエリアであるか否かを判断し、エリアとされたメッシュ内の
居住人口を合計してエリア内人口とし、総人口に占める割合を算出したもの。
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ブロードバンドサービスにおける契約数の推移

（注） 2004年5月末までは任意調査、2004年6月末より改正電気通信事業報告規則に基づく調査。

0 

2,000,000 

4,000,000 

6,000,000 

8,000,000 

10,000,000 

12,000,000 

14,000,000 

16,000,000 

99-3 99-6 99-999-1200-3 00-6 00-900-1201-3 01-6 01-901-1202-3 02-6 02-902-1203-3 03-6 03-903-1204-3 04-6 04-904-1205-3 05-6 05-905-1206-3 06-6 06-906-1207-3 07-6 07-907-12

光ファイバ (FTTH)
○契約数 ： 1,132.8万
○事業者数 ： 146社

（2007年12月末現在）

ＡＤＳＬ
○契約数 ： 1,313.3万
○事業者数 ： 49社

（2007年12月末現在）

ケーブルインターネット
○契約数 ： 382.7万
○事業者数 ： 389社

（2007年12月末現在）

1,132.8万

1,313.3万

382.7万
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整
備
目
標

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド

世
帯
カ
バ
ー
率

地
域
公
共

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

整
備
率

全体

２００６ ２００７ ２００８ ２００９ ２０１０

９６％（４，８８５万世帯）

８４％（４，２９６万世帯）

９８％程度 １００％

９０％８６％程度

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド

未
整
備
地
域

解消！

解消！

ゼロ
市町村

ゼロ地域
（世帯数） １００万

超高速
（内数）

／1,843市町村

／5,000万世帯

2010年度までに

① ブロードバンド・ゼロ地域を解消する。

（その過程において、ブロードバンド・ゼロ市町村を2008年度までに解消する。）

② 超高速ブロードバンドの世帯カバー率を90%以上とする。

注： 2006年において記載されている世帯カバー率、ゼロ市町村数、ゼロ地域世帯数の数値は、2006年3月31日現在のもの。
2007年において記載されている世帯カバー率、ゼロ市町村数、ゼロ地域世帯数の数値は、2007年3月31日現在のもの。
2008年において記載されている世帯カバー率、ゼロ市町村数、ゼロ地域世帯数の数値は、いずれも現時点における目安であり目標ではない。

整備済
団体 ７２％ １００％

３０６万

４０

２２６万

２１

９４％

８０％

／1,827市町村

／5,100万世帯

次世代ブロードバンド戦略２０１０ （整備目標） 33



基本料（月額）
通話料（平日昼間3分間あたり） 加入料

(負担金)市内 県内市外 県間

ＮＴＴ

東西

加入電話
住宅用 事務用

8.5円

【県内：～60km】

30円

【県間：100km～】

80円

〈ＮＴＴコム中継〉

36,000円

（－）

３級局 ２級局 １級局 ３級局 ２級局 １級局

ダイヤル回線

( )内はライトプラン

1,700円

(1,950円)

1,550円

(1,800円)

1,450円

(1,700円)

2,500円

(2,750円)

2,350円

(2,600円)

2,300円

(2,550円)

プッシュ回線

( )内はライトプラン

1,700円

(1,950円)

1,600円

(1,850円)

2,500円

(2,750円)

2,400円

(2,650円)

ソフトバンク
テレコム

おとくライン
（シンプルプラン：アナログ）

1,500円 1,350円 2,350円 2,200円 2,050円 7.89円
住宅用：14.9円

事務用：7.89円
－

ＫＤＤＩ メタルプラス 1,500円 2,400円（アナログ） 8円
住宅用：15円

事務用： 8円
－

ＮＴＴ

東西

ひかり電話

（基本プラン）
500円（基本プラン：戸建て） 1,300円（オフィスタイプ） 8円 －

ＫＤＤＩ ひかりｏｎｅ 500円（戸建て） － 8円 －

ケイ･オプ
ティコム

ｅｏ光

（プラン１）
300円（戸建て） －

近畿2府4県内：7.4円

近畿2府4県以外：8円
－

※1

※1

※1

※1

加入電話等の料金比較

※1 ＦＴＴＨｻｰﾋﾞｽへの加入が必須

※1 ＦＴＴＨｻｰﾋﾞｽへの加入が必須

※1 ＦＴＴＨｻｰﾋﾞｽへの加入が必須 ※1 ＦＴＴＨｻｰﾋﾞｽへの加入が必須

（注） 各社ＨＰ資料等を基に総務省作成。また、各料金（税抜）は、０７年４月１日現在のもの。
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欧米等におけるユニバーサルサービス制度の動向（１）

米国 ＥＵ 英国 フランス イタリア 豪州 韓国

制度創設 １９９６年 ２００２年 １９９７年 １９９６年 １９９７年 １９９１年 ２０００年

ユニバーサ
ルサービス
制度の定義

米国通信法（第254

条）において、ユニ

バーサルサービス制

度の原則として「良

質なサービスが公正、

妥当かつ低廉な料

金で利用可能」、「全

国全ての地域の消

費者が都市地域と合

理的に同等の電気

通信・情報サービス

に合理的に同等の

料金でアクセス可能

であること」が求めら

れている

「ユニバーサルサー

ビス指令」において、

「地理的な場所とは

無関係に、各々の国

情に照らして、手頃

な料金により全国の

あらゆるユーザに対

して所定の品質によ

り利用できるよう確

保されなければなら

ない」とされている

通信法には、ユニ

バーサルサービスの

明確な定義・要件は

ない

通信法には、ユニ

バーサルサービスの

明確な定義・要件は

ない

地理的条件にかか

わらず、全ての利用

者が利用でき、かつ、

国内の特定の条件

を考慮して適切な料

金で提供される一定

品質の 低限の

サービスの総体

通信法に明確な定

義はない。

「豪州の全ての人々

がどこに居住若しく

は営業していても、

定められたサービス

に対して、公平な条

件で、合理的にアク

セス可能であること」

が目標とされている

全ての利用者がいつ

でも、どこでも適正な

料金で提供してもら

える基本的な電気通

信の役務

※以下を勘案し決定

１．情報通信技術の

発展程度

２．電気通信役務の

普及程度

３．公共の利益と安

全

４．社会福祉の増進

５．情報化促進

ユニバーサ
ルサービス

の範囲

・ｓｉｎｇｌｅ ｐａｒｔｙ サー
ビス（※１）
・公衆網への音声級
アクセス
・緊急通報サービス
へのアクセス
・番号案内
・（※２）

・固定地点における
公衆向け電話網へ
の接続（※３）
・公衆電話
・緊急通報
・番号案内
・電話帳

・電話サービス
・公衆電話
・緊急通報（※４）
・電話帳
・番号案内

・電話サービス
・公衆電話
・緊急通報（※４）
・電話帳
・番号案内

・電話サービス
・公衆電話
・緊急通報（※４）
・電話帳
・番号案内

・電話サービス
・緊急通報
・公衆電話
・電話帳
・番号案内

・有線電話サービス
・公衆電話
・緊急通報

（※１）１加入につき１加入者回線を割り当てるサービス（無線の場合、電波を供用してもsingle party相当と認められる）
（※２）低所得者、学校・図書館、医療機関を支援する仕組みが存在
（※３）技術は指定されておらず、有線だけでなく無線での提供も可能となっている
（※４）無料の緊急通報は全事業者の義務であり、ユニバーサルサービス提供事業者に固有の義務ではない
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欧米等におけるユニバーサルサービス制度の動向（２）

米国 ＥＵ 英国 フランス イタリア 豪州 韓国

適格電気
通信事業
者の範囲

・州の委員会により、
サービスエリアごとに
指定を受けた適格電
気通信事業者

・複数の適格事業者
を指定することについ
て、ルーラル地域の電
話会社のサービス提
供地域については任
意、それ以外の地域
は必須

・１以上の事業者を、
国土の全域にわたり
ユニバーサルサービ
スの提供が保証され
るよう、指定すること
ができる

・ユニバーサルサー
ビスのサービス要素
毎に、また地理的な
部分毎に、異なる企
業を指定することも
可能

・ＢＴ（ハル市以外）

・キングストーンコ
ミュニケーションズ

（ハル市）

フランステレコム テレコムイタリア テルストラ 基本電話サービスに
ついては、ＫＴのみ

コストの
算定方法

○ベンチマーク方式

（全米コストの平均値
＋標準偏差の２倍）

（※１）

○収入費用方式

（提供事業者におけ
るユニバーサル提供
義務が課された場合
と課されていない場
合との純費用（便益
及び収益を考慮）の
差）

○ＵＳＰの指定時に
財政的負担の額が
定まる場合（入札
等）にはその額を採
用

○上記以外の場合
は、ＯＦＣＯＭが推計
した純費用（ＵＳＰと
しての指定及び条件
の適用により生じる
便益を控除）を採用

○収入費用方式
（便益考慮）

○提供事業者を入
札で決定した場合、
入札額を超過しない

○収入費用方式
（便益考慮）

又は

○入札により決定さ
れる金額

○規制当局の勧告
を受けて大臣が決定
（将来３年分まで指
定可能）

○純費用方式
（間接的な便益も考
慮）

※純費用に役務毎
の損失補てん比率を
乗じる

※市内電話について
は相殺型の要素を
取り入れている

コストの
負担方法

○州際電気通信サー
ビスを提供するすべて
の電気通信事業者

・携帯電話事業者
・Ｖｏｉｐ事業者の一部

も含む

○電気通信事業収益
比（州際収益のみ）

公的な基金（政府の
一般予算）もしくは事
業者からの拠出

－

（※基金は未発動）

○電気通信事業者

○電気通信事業収
益比

○電気通信事業者

○電気通信事業収
益比

○電気通信事業者

○電気通信事業収
益比

○電気通信事業者

○電気通信事業収
益比
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（※１）非ルーラル事業者向けの「高コストモデル支援」の場合。
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